
22 交通機関の運行停止時の対応について 

 

登校時に通常利用している公共交通機関が利用区間内で運転を見合わせている場合（計画運休を含む）は自宅

待機とし、運転再開後は安全に充分配慮しながら登校する。※該当しない生徒は通常通り、安全に充分配慮しな

がら登校する。※上記以外の対応等については、学校 HP または学校・家庭連絡システムで指示をする。 
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